
（仮称）北部地区公園の位置・規模及び整備手法について 

 

１ （仮称）北部地区公園の整備に当たって 

本市では、緑の基本計画に基づき、公園緑地を計画的に整備しているところであるが、

既存の公園は宅地開発等により整備された街区公園がほとんどであり、比較的規模の大き

な住区基幹公園が不足している現状である。 

公園の整備においては、東日本大震災等を踏まえ、今後想定される大規模災害に備える

ため、レクリエーション活動、健康運動、文化活動等様々な拠点としての機能だけではな

く、防災機能の充実が一層求められてきている。 

現在、市域南部には、防災拠点として、ぼうさいの丘公園が整備されている一方、市域北

部には、防災拠点としての公園が未整備であり、全市域の防災機能の充実を図るため、防

災機能を備えた公園整備が必要とされている。このため、都市マスタープラン（H21.3）に

おいて、関口・山際地区に防災公園の計画の推進が位置付けられ、その位置・規模の検討が

進められてきた。その後、公園の位置・規模に係る用地創出方法については、山際北部地区

の土地区画整理組合設立準備委員会により、防災機能を備えた公園と一体的な土地区画整

理事業の実施に向け、平成 29 年６月から検討が進められてきた。しかしながら、実現性の

高い用地創出方法を見出すことができなかったことから、令和３年６月に土地区画整理事

業と公園事業を分離する方針が当該準備委員会で示された。こうしたことから、市として

公園の位置・規模及び整備手法について、まちづくりの視点を踏まえ、検討を重ねてきた。 

  

２ 緑の基本計画の位置付け（平成 29 年 10 月） 

緑地の系統別配置方針では、市北部において相模川、中津川の２河川に挟まれる依知地

区に防災機能をもった公園を整備することとしている。また、都市公園の整備方針では、

河川によって挟まれている市北部の依知地区に、防災機能を併せ持つ地区公園を整備する

こととしている。 

 

３ 上位関連計画の位置付け 

（１）第 10 次総合計画 基本計画(令和３年３月) 

依知北地区の地区別プランにおける主な施策の方向（災害に強い社会基盤の整備）とし

て、災害時の拠点となる防災機能を備えた公園の整備計画を推進することとしている。 

（２）厚木都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(県：平成 28 年 11 月) 

自然的環境の整備又は保全に関する都市計画の決定方針において、住区基幹公園では、

適切な規模の街区公園、近隣公園及び地区公園を配置し、子どもの遊び場や青少年又は高

齢者の身近な運動、休養の場の整備を図ることとしている。また、主要な緑地の確保目標

では、おおむね 10 年以内に指定することを予定している主要な地域地区、または整備する

ことを予定する主要な公園緑地等に（仮称）北部地区公園が位置付けされている。 
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（３）都市計画マスタープラン(令和３年３月) 

緑環境の方針では、地区の核となる緑の拠点として（仮称）北部地区公園が位置付けら

れており、公園・緑地の方針では、市北部の防災力を高めるため、依知地域に防災機能を備

えた地区公園の整備を進めることとしている。 

また、依知地域のまちづくりの方針では、市北部地域の防災力を高めるとともに、地域

住民の憩いやレクリエーションの場を確保するため、（仮称）北部地区公園の整備を進める

こととしている。 

（４）地域防災計画(平成 31 年３月) （令和４年度改定を予定） 

 依知地区に防災機能を備えた公園を整備し、大規模拠点型防災備蓄倉庫の建設等を行う

こととしている。 

 

４ 検討経緯の概要 

（１）平成 25 年３月 （仮称）北部地区公園基本構想（案）の策定 

位 置：依知地区 関口・山際市街化調整区域内 

概 要：市民の憩い安らぎの場及びレクリエーションの拠点として、また、災害時に 

おける避難場所等地域の防災拠点となる地区公園を市北部に整備することを 

目的に、（仮称）北部地区公園整備検討委員会を設置し、位置及び規模等につ 

いて検討した。 

（２）平成 30 年３月 （仮称）北部地区公園基本計画（案）の策定 

位 置：山際北部土地区画整理事業施行予定区域内の北西部（約 17ｈａの内 4.4ｈａ） 

概 要：区画整理事業施行予定区域内で公園用地を確保する方針から、基本構想（案）

を踏まえ、整備条件等の具体化を図った。 

（３）令和３年６月 土地区画整理事業と公園事業の分離 

位 置：山際北部土地区画整理事業施行予定区域内 

概 要：山際北部土地区画整理組合設立準備委員会において、土地区画整理事業と公 

園事業を分離する方針が示され、その後、同方針が市に対して提示されたこ 

とから、市の事業として、公園の位置及び規模の再検討を進めるに至った。 

 

５ 再検討に係る位置及び規模の検討条件 

（１）位置 

ア 第１次緊急輸送道路である国道 129 号や、県道 65 号とのアクセスが容易であるこ 

と。 

  イ 大型車両（長さ 12ｍ、幅 2.5ｍ）の出入りが可能であること。 

ウ 市所有地（旧恵心病院跡地）が活用出来ること。 

エ 既設上下水道管の利用が可能であること。 

（２）規模 

ア 都市公園法施行令に定める地区公園の標準面積４ha に防災機能に係る施設を加え

た規模であること。 Ｐ２ 



イ 災害対策本部として活用できる建物が配置可能であること。 

ウ 大規模拠点型防災備蓄倉庫が配置可能であること。 

エ 大型車両の輸送による救援物資の受け入れに係る荷捌き場所が確保できること。 

オ 現状の周辺土地利用状況において、中型ヘリコプターの離着陸が可能であること。 

カ レクリエーション機能等を持った公園施設が配置可能であること。 

 

６ 整備手法 

（仮称）北部地区公園については、市の公園事業として用地買収方式で進めることとす

る。また、当該公園の外周道路については、市の道路事業として用地買収方式で進めるこ

ととするが、当該公園北側の外周道路のうち県道 65 号と接する区間については、整備手法

について道路管理者である神奈川県と十分調整し、進めることとする。 

 

７ 今後の予定 

地権者の御理解を得ながら地域の皆様と調整を図りつつ、導入施設等の具体的な検討や、

都市計画決定に向けた準備を進め、速やかに防災機能を併せ持つ公園の整備着手を目指す。 
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評価 コメント 評価 コメント

建築施設 ○
・管理事務所、大規模拠点型防災
備蓄倉庫

○
・管理事務所、大規模拠点型防災
備蓄倉庫

○

・進入経路と出発経路が同一方向
に確保され、離着陸に適している
・公園計画区域境（東西方向）から
その外側のヘリコプター飛行進路
上の建物等の高さの影響が小さい

△

・進入経路と出発経路の交差角が
直角となる
・案1に比べ、離着陸場所から公園
計画区域境（北・東方向）までの距
離が短くなるため、区域外側のヘリ
コプター飛行進路上の建物等の高
さの影響が大きい

○

・災害時のヘリコプター臨時離着陸
場等の位置を考慮しても、平常時
の広場等の配置が可能

○

・災害時のヘリコプター臨時離着陸
場等の位置を考慮しても、平常時
の広場等の配置が可能

○

山際北部土地区画整理事業に向
けた検討が関係地権者により進め
られており、事業検討区域と国道１
２９号が接する部分が多く確保でき
ることから、土地区画整理事業の
成立性及び企業誘致の確実性で
有利となる

△

案１に比べ、山際北部土地区画整
理事業検討区域と国道１２９号が
接する部分が少なく、土地区画整
理事業の成立性及び企業誘致の
確実性で不利である

災害時の導入施設
を念頭に入れたレク
リエーション機能等

外周道路
・公園へのアクセス性向上等のため、公園の外周に道路を整備する
・救援物資搬出入用の車両（長さ12ｍ、幅2.5ｍ）がすれ違い可能な道路幅員とす
る

価評合総

　防災機能を備えた地区公園の整備に当たっては、災害時の中型ヘリコプター離
着陸に係る飛行進路の影響の大きさや、公園事業と土地区画整理事業の両立性
の観点から見ても、案1の位置・規模及び形状の方が妥当である
　なお、案１における区域面積は、公園区域約4.4haに外周道路約0.7haを加えた面
積約5.1haとなる

周辺事業との関連性

災害時の中型ヘリコ
プター
臨時離着陸場

位置 山際交差点南西

・第１次緊急輸送道路である国道129号や、県道65号とのアクセス性を考慮し、旧
恵心病院跡地が活用でき、災害時には、避難場所や救援活動等の拠点としての
機能を最大限発揮できる位置として、山際交差点南西を選定
・県道65号には水道φ200、雨水φ1650、汚水φ250が整備されており、本管を整
備せずに接続することが可能

規模 約4.4 ｈａ

・地区公園標準面積約4ha　＋　防災機能に係る施設面積約0.4ha
・災害対策本部として活用可能な建物及び大規模拠点型防災備蓄倉庫の建築が
可能な面積

形状 長方形（横長） 台形

位置・規模・形状等に係る比較検討表

プラン

案１ 案２
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　　　　平常時/災害時
　　　　　　　　　　の別

項目（施設）

平常時 災害時

拠点施設（建築物） 管理事務所 災害対策本部となる施設

災害対策施設 － 大規模拠点型防災備蓄倉庫

－
耐震性貯水槽、井戸
（非常用飲料水）

－
非常用情報関連設備
（災害対策本部　建物内）

多目的広場 救援物資搬出入・荷捌き場所

多目的芝生広場
（レクリエーション機能等）

中型ヘリコプター臨時離着陸場
（救援物資等搬入用ヘリコプター）
一時避難が可能な場所

駐車場 利用者用駐車場 緊急車両等駐車場

園路・通路 管理用通路、散策園路
緊急車両用通路、救援物資搬出入
用通路

トイレ トイレ トイレ・災害用トイレ

上水道

遊戯施設 遊具広場等 －

植栽 季節感のある植栽 －

注）今後の関係機関協議等により、平常時、災害時ともに導入施設は変更になる場合がありま
す。

　　　　　　　　 　平常時、災害時別の導入施設一覧表

飲料水

防火水槽

広場
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